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議      長  追加日程第１「議案第48号工事請負契約の締結について（令和２年度～令和

３年度松田小学校校舎建設工事）（松田小学校校舎建設工事審査特別委員会報

告）」を議題といたします。 

本案については、松田小学校校舎建設工事審査特別委員会の審査報告を求め

ます。委員長 平野由里子君。 

松田小学校校舎建設工事 

審 査 特 別 委 員 長  令和２年10月５日、松田町議会議長 飯田一殿。松田小学校校舎建設工事審 

査特別委員会委員長 平野由里子。松田小学校校舎建設工事審査特別委員会報

告書。 

本委員会は、10月５日に役場４階大会議室において委員11名全員出席のもと

に特別委員会を開催し、令和２年第５回議会臨時会において付託された議案第

48号工事請負契約の締結について（令和２年度～令和３年度松田小学校校舎建

設工事）について慎重に審査しましたので、次のとおり報告します。 

記、１、審査の結果。採決の結果、賛成全員で原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

２、審査の内容。副町長、教育長、参事兼総務課長、参事兼まちづくり課

長、政策推進課長、教育委員会教育課長ほか関係職員出席のもと、各委員から

必要な資料提出を求め、慎重に質疑を行い審査しました。 

この結果、次の事項について申し入れます。１、工事施工監理業務は競争入

札で行うこと。２、厳格な管理のため、１級建築士を町のアドバイザーとして

雇用すること。以上です。 

議      長  松田小学校校舎建設工事審査特別委員会委員長の報告が終わりました。それ

では質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり ） 

          質疑なしとのお声ですが、質疑ありませんか。 

（「なし」の声多数 ） 

          質疑なしと認めます。討論に入ります。 

（「省略」の声あり ） 

          討論省略とのお声ですが、討論を省略して採決を行って御異議ございません

か。 
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（「異議なし」の声多数 ） 

異議なしと認めます。討論を省略し採決を行います。議案第48号工事請負契

約の締結について（令和２年度～令和３年度松田小学校校舎建設工事）に対す

る委員長の報告は可決です。議案第48号工事請負契約の締結について（令和２

年度～令和３年度松田小学校校舎建設工事）は委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方の起立を求めます。 

起立全員であります。よって本案は委員会報告のとおり可決されました。 

議      長  以上で予定しました日程の全てが終了しました。これをもって本臨時会は閉

会といたします。慎重な御審議ありがとうございました。   （16時36分） 

 

 

 この議事録は事務局が作成したものであるが、その正確なることを証するた

めに署名いたします。 

 

 令和 ３年 １月２７日 

 

     松田町議会議長                 飯田 一 

 

     署名議員 １１番 寺嶋 正 

 

     署名議員 １２番 大舘 秀孝 


